
1．（旧法規制区域外）盛土規制法運用開始日前後における都市計画法に基づく開発許可の取扱い

※盛土規制法の許可が下りるまで工事着手不可
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令和７年５月２６日
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1-3区域指定日前に開発許可あり、工事着手済みの場合

令和７年５月２６日
盛土規制法規制開始

宅地造成工事規制区域外（旧法） 宅地造成等工事規制区域内
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1-1区域指定日より前に開発許可かつ工事着手済みの場合

1-2区域指定日より前に開発許可有の場合

令和７年５月２６日
盛土規制法規制開始

宅地造成工事規制区域外（旧法） 宅地造成等工事規制区域内
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２１日以内



2．（旧法規制区域外）盛土規制法運用開始日前後における都市計画法が許可不要なものの取扱い

※盛土規制法の許可が下りるまで工事着手不可 対象の場合のみ

※区域指定日より前に工事着手していない場合、盛土規制法による許可申請が必要となります。

2-2区域指定後に工事着手の場合

令和７年５月２６日
盛土規制法運用開始

宅地造成工事規制
区域外（旧法） 宅地造成等工事規制区域内

工
事
着
手

盛
土
規
制
法

許
可
申
請

盛
土
規
制
法

許
可

工
事
着
手

中
間
検
査

定
期
報
告

盛
土
規
制
法

完
了
検
査

2-1区域指定前に工事着手の場合

令和７年５月２６日
盛土規制法規制開始

宅地造成工事規制区域外（旧法） 宅地造成等工事規制区域内
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3．（旧法規制区域内）盛土規制法運用開始日前後における旧法に基づく許可の取扱い

※区域指定日より前に工事着手していない場合、盛土規制法による許可申請が必要となります。

対象の場合のみ

3-3旧法での許可が不要な場合

宅地造成工事規制区域内（旧法） 令和７年５月２６日
盛土規制法規制開始

宅地造成等工事規制区域内
旧法（又は都計法）では許可が不要な工事で
あるが盛土規制法では許可が必要な工事
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※区域指定日より前または以降どちらに着手しても同様に扱います。

3-2区域指定日より前に旧法の宅造許可申請中で許可前の場合

令和７年５月２６日
盛土規制法規制開始

宅地造成工事規制区域内（旧法） 宅地造成等工事規制区域内
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3-1区域指定日より前に旧法の宅造許可有の場合

令和７年５月２６日
盛土規制法規制開始

宅地造成工事規制区域内（旧法） 宅地造成等工事規制区域内
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（経過措置）



4．（旧法規制区域内）盛土規制法運用開始日前後における都市計画法に基づく開発許可の取扱い

※区域指定日より前または以降どちらに着手しても同様に扱います。

令和７年５月２６日
盛土規制法規制開始

宅地造成工事規制区域内（旧法） 宅地造成等工事規制区域内
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盛土規制法の基準で
審査（追加資料有） 対象の場合のみ

4-2区域指定日前に開発許可あり、工事着手済みの場合

4-1区域指定日より前に開発許可有の場合

令和７年５月２６日
盛土規制法規制開始

宅地造成工事規制区域内（旧法） 宅地造成等工事規制区域内
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